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○長崎大学長期履修規程 

平成１８年９月２２日 

規程第４７号 

（趣旨） 

第１条 この規程は，長崎大学学則（平成１６年学則第１号。以下「学則」という。）第３

９条及び長崎大学大学院学則（平成１６年学則第２号。以下「大学院学則」という。）第

１６条の規定に基づき，長崎大学における長期履修（学則第４条に規定する修業年限（以

下「修業年限」という。）又は大学院学則第５条に規定する標準修業年限（以下「標準修

業年限」という。）を超えて一定期間にわたり計画的に教育課程を履修することをいう。

以下同じ。）の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 長期履修を申し出ることができる者は，次の各号のいずれかに該当する者で修業年

限又は標準修業年限内での修学が困難な事情にあるものとする。ただし，原則として，在

学期間を通算した年数が修業年限又は標準修業年限における最終年次となる者を除く。 

(1) 職業を有し，就業している者 

(2) 家事，育児，介護等に従事している者 

(3) 障害のある者 

(4) その他相当の事由があると認められる者 

（長期履修の期間） 

第３条 長期履修の期間は，修業年限又は標準修業年限の２倍を超えない範囲内において，

学期を単位として認める。 

（在学期間） 

第４条 長期履修を認められた者の在学期間は，学則第６条又は大学院学則第６条の定める

ところによる。 

（休学期間） 

第５条 長期履修を認められた者の休学期間は，学則第２２条又は大学院学則第３４条の定

めるところによる。 

（手続） 

第６条 長期履修を希望する者は，各学部又は各研究科（以下「各学部等」という。）が定

める期日までに，別紙申請書により各学部等の長に申し出るものとする。 

２ 各学部等の長は，前項の申出があったときは，教授会の議を経て，長期履修を認めるも
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のとする。 

（履修形態の変更） 

第７条 前条の規定により長期履修を認められた者は，認められた長期履修の期間の変更を

申し出ることができない。ただし，認められた長期履修の期間の短縮（長期履修の取りや

めを含む。次項において同じ。）については，１度に限り申し出ることができる。 

２ 認められた長期履修の期間の短縮に係る手続については，前条の規定を準用する。 

３ 長期履修の取りやめを認められた者は，再度，長期履修の申出を行うことはできない。 

（授業料） 

第８条 長期履修を認められた者に係る授業料の取扱いについては，長崎大学授業料，入学

料，検定料及び寄宿料徴収規程（平成１６年規程第９２号）の定めるところによる。 

（補則） 

第９条 この規程に定めるもののほか，長期履修に関し必要な事項は，各学部等において定

める。 

附 則 

この規程は，平成１８年９月２２日から施行する。 

附 則（平成２９年２月７日規程第７号） 

この規程は，平成２９年２月７日から施行する。 

附 則（平成３１年４月２６日規程第２２号） 

この規程は，令和元年５月１日から施行する。 
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